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国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例の一部改正について 

 

平素より、国民健康保険制度の適正な運営に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正

する命令（令和５年内閣府・厚生労働省令第９号）が令和６年６月１日から施行さ

れることに伴い、令和６年６月分（７月請求分）から、指定訪問看護事業者による

電子情報処理組織を用いた費用の請求が開始されることとなります。 

これに伴い、国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則例（昭和 35 年３月１

日付け保発第 22号厚生省保険局長通知）の一部を別添のとおり改正いたしますので、

貴管内の国民健康保険団体連合会及び市町村への周知のほど宜しくお願いいたしま

す。 


